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個人の青色申請の承認申請は、原則として青色申告をしよ

うとする年の 3月 15 日までに所轄税務署へ到達しなけれ

ばなりません（到達日基準）。ただし、1月 16 日以降に新

規業務を開始する場合は、業務開始日から 2ケ月以内の

申請となります。

001
　

≫
居住者（非永住者以外の居住者に限られます。）が、その年
の 12 月 31 日時点で、総額 5,000 万円を超える国外財産を有
している場合には、必要事項を記載した「国外財産調書」を
その年の翌年 3月 15 日までに提出しなければなりません。

005
　

確定申告を提出し、その申告期限後に計算の誤り等がある場
合について一定の場合には、次の期間に限り、誤った申告額
の訂正を求める更正の請求ができます。
１．平成 23 年 12 月 2日より前に法定申告期限が到来する国税の場合

（１）通常申告・・・・申告期限（3月 15 日）から 1年以内
（２）還付申告・・・・提出日から 1年以内
２．平成 23 年 12 月 2日以後に法定申告期限が到来する国税の場合

（１）通常申告・・・・申告期限（3月 15 日）から 5年以内
（２）還付申告・・・・提出日から 5年以内

002
　

従来あった「財産債務明細書」について、提出基準が見直さ
れた上で、「財産債務調書」となりました。この提出基準の
見直しとは、従来の「その年分の所得金額が 2,000 万円超で
あること」に、“かつ、「その年の 12 月 31 日において有する
財産の価額の合計額が 3億円以上であること、又は、同日に
おいて有する国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象
資産の価額の合計額が 1 億円以上であること」” が加わって
います。この調書の提出期限は、その年の翌年3月15日です。

003
　

004
　

≫

≫

≫
個人の青色申告の承認申請は、原則として青色申告をしよう
とする年の 3 月 15 日までに所轄税務署へ到達しなければな
りません（到達日基準）。余裕をもって申請書を提出しましょ
う。ただし、1 月 16 日以降に新規業務を開始する場合は、
業務開始日から 2ヶ月以内の申請となります。

006
　 いよいよ新入社員が入社します。次の最終チェックリストで

準備のもれがないかどうか確認しましょう。
◆式次第の作成、挨拶する方への依頼などは済んでいますか？

◆新入社員への連絡はできていますか？
◆記念撮影の準備はできていますか？
◆歓迎会の準備、進行打合せはできていますか？
◆オリエンテーションなどの準備はできていますか？
◆配付備品は整っていますか？
◆社会保険事務、源泉徴収事務の準備はできていますか？

≫

確定申告書の所定の欄に延納税額を書いて提出することに
より、その税額につき延納することができます。
ただし、納付すべき所得税額の 1/2 相当額以上を納付期限
までに納付することが条件のため、延納申請できる税額は、
納付すべき所得税額の 1/2 相当額未満となります。
なお、納付期限は 3月 15 日、延納期限は納付した年の 5
月 31 日です。

≫
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